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判決言渡日 平成１９年６月２９日

平成１８年（行ケ）第１０３１４号 特許取消決定取消請求事件

口頭弁論終結日 平成１９年４月１９日

判 決

原 告 フィリップス ルミレッズ ライティング

カンパニー リミテッド ライアビリティ

カンパニー

（旧商号 ルミレッズ ライティング ユーエス

リミテッド ライアビリテｨ カンパニー）

訴訟代理人弁護士 熊 倉 禎 男

同 弁理士 西 島 孝 喜

同 弁護士 吉 田 和 彦

同 弁護士 高 石 秀 樹

同 弁理士 市 川 英 彦

被 告 特 許 庁 長 官

中 嶋 誠

指 定 代 理 人 阿 部 寛

同 北 川 清 伸

同 森 川 元 嗣

同 内 山 進

主 文

１ 原告の請求を棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

３ この判決に対する上告及び上告受理申立てのための付加期間を３０日

と定める。

事 実 及 び 理 由
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第１ 請求

特許庁が異議２００３－７３４８７号事件について平成１８年２月２２日に

した決定を取り消す。

第２ 事案の概要

原告は，後記特許の特許権者であるところ，特許庁がＧからの特許異議申立

てに基づき特許取消決定をしたので，原告がその取消しを求めた事案である。

第３ 当事者の主張

１ 請求原因

(1) 特許庁における手続の経緯

原告は，名称を「発光ダイオードモジュールおよび発光ダイオード光源」

とする発明につき，平成６年８月２６日（パリ条約による優先権主張１９９

３年〔平成５年〕９月１７日，米国）に特許出願（特願平６－２２５７７６

号）をし，平成１５年６月２０日に設定登録を受けて特許第３４４１１８２

号の特許権者となった（請求項１～４。以下「本件特許」という。）。

その後，本件特許に対しＧから特許異議の申立てがなされ，同申立ては特

許庁に異議２００３－７３４８７号事件として係属したところ，同係属中の

平成１７年１２月７日，原告は本件特許の訂正を請求した（甲１６。以下「

本件訂正」という。）ものの，特許庁は，平成１８年２月２２日，上記訂正

は認められないとした上，「特許第３４４１１８２号の請求項１ないし４に

係る特許を取り消す。」との決定（以下「本件決定」という。）をし，その

謄本は平成１８年３月１３日原告に送達された。

なお原告は，その後の平成１８年１０月３日，本件特許の請求項１，２に

つき（訂正２００６－３９１６３号），及び請求項３，４につき（訂正２０

０６－３９１６４号），それぞれ特許庁に対し訂正審判請求（その内容はい

ずれも本件訂正と異なる。）を行った。

(2) 訂正及び発明の内容
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平成１７年１２月７日付けでなされた本件訂正の内容は，設定登録時の特

許請求の範囲を後記のとおり訂正しようとするものである（詳細は別添異議

の決定記載のとおり。訂正事項ａは請求項１に，訂正事項ｂは請求項２に，

訂正事項ｃは請求項３に，訂正事項ｄは請求項４に，それぞれ関するもので

ある。）。

ア 設定登録時（平成１５年６月２０日）の特許請求の範囲（以下順に「本

件発明１」～「本件発明４」という。）

【請求項１】それぞれが少なくとも２つの接続リードを有する複数の発光

ダイオードランプ，

アノードバスバー，

カソードバスバー，および前記の発光ダイオードランプを前記のアノード

バスバーと前記のカソードバスバーの間に機械的噛み合わせ接続によって

機械的電気的に接続する手段を有する光源を提供するための発光ダイオー

ドモジュール。

【請求項２】ほぼ平面状のアノードバスバー，

前記のアノードバスバーに平行に隣接して配置されたほぼ平面状のカソー

ドバスバー，

複数の発光ダイオード，および前記の発光ダイオードを前記のアノードバ

スバーと前記のカソードバスバーに機械的電気的に接続する接続手段であ

って，それぞれが前記のバスバーの平面から変形して対応するリードと噛

み合わせ嵌めによって係合する前記のバスバーの部分からなる接続手段か

らなる照明を提供するための発光ダイオードモジュール。

【請求項３】（Ａ）アノードバスバー，

前記のアノードバスバーと平行なカソードバスバー，および前記のバスバ

ーの間に接続され，それぞれが前記のアノードバスバーと一体のアノード

リード，前記のアノードバスバーと一体のカソードリード，および前記の
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アノードリードと前記のカソードリードの間に電気的に接続された発光ダ

イオードからなる複数の発光ダイオードランプ，

からなる第１のモジュール，

（Ｂ）アノードバスバー，

前記のアノードバスバーと平行なカソードバスバー，および前記のバスバ

ーの間に接続され，それぞれが前記のアノードバスバーと一体のアノード

リード，前記のアノードバスバーと一体のカソードリード，および前記の

アノードリードと前記のカソードリードの間に電気的に接続された発光ダ

イオードからなる複数の発光ダイオードランプ，

からなる第２のモジュール，および

（Ｃ）前記の第１および第２のモジュールを電気的に直列に接続する手

段，

からなる発光ダイオード光源。

【請求項４】アノードバスバー，

カソードバスバー，

前記のアノードバスバーと前記のカソードバスバーの間に配設され，それ

ぞれがアノードリードとカソードリードを有する複数の発光ダイオードラ

ンプであって，前記の発光ダイオードリードと前記のバスバーはほぼ等し

い熱膨脹係数を有する導電性材料で構成された発光ダイオードランプ，

前記の発光ダイオードランプを前記のアノードバスバーと前記のカソード

バスバーに電気的機械的に接続するための無半田接続手段，およびこれら

から成る発光ダイオードモジュールを同様に構成された発光ダイオードモ

ジュールに電気的に直列に相互接続するための手段，

からなる発光ダイオードモジュール。

イ 本件訂正に係る特許請求の範囲（以下順に「訂正発明１」～「訂正発明

４」という。下線が訂正箇所で，請求項の順に訂正事項ａ～ｄに対応す
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る。）

【請求項１】それぞれが少なくとも２つの接続リードを有する複数の発光

ダイオードランプ，

アノードバスバー，

カソードバスバー，および前記の発光ダイオードランプを前記のアノード

バスバーと前記のカソードバスバーの間に機械的噛み合わせ接続によって

機械的電気的に接続する手段とを有し，前記のバスバーが電気的接続を形

成するとともに前記発光ダイオードランプのための機械的支持体を形成す

ることを特徴とする光源を提供するための発光ダイオードモジュール。（

下線部分が訂正事項ａ）

【請求項２】ほぼ平面状のアノードバスバー，前記のアノードバスバーに

平行に隣接して配置されたほぼ平面状のカソードバスバー，複数の発光ダ

イオード，および前記の発光ダイオードを前記のアノードバスバーと前記

のカソードバスバーに機械的電気的に接続する接続手段であって，それぞ

れが前記のバスバーの平面から変形して対応するリードと機械的噛み合わ

せ接続によって係合する前記のバスバーの部分からなる接続手段からな

り，前記のバスバーが電気的接続を形成するとともに前記発光ダイオード

ランプのための機械的支持体を形成することを特徴とする照明を提供する

ための発光ダイオードモジュール。（下線部が訂正事項ｂ）

【請求項３】（Ａ）アノードバスバー，前記のアノードバスバーと平行な

カソードバスバー，および前記のバスバーの間に接続され，それぞれが前

記のアノードバスバーと一体のアノードリード，前記のカソードバスバー

と一体のカソードリード，および前記のアノードリードと前記のカソード

リードの間に電気的に接続された発光ダイオードからなる複数の発光ダイ

オードランプ，からなる第１のモジュール，（Ｂ）アノードバスバー，

前記のアノードバスバーと平行なカソードバスバー，および前記のバスバ
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ーの間に接続され，それぞれが前記のアノードバスバーと一体のアノード

リード，前記のカソードバスバーと一体のカソードリード，および前記の

アノードリードと前記のカソードリードの間に電気的に接続された発光ダ

イオードからなる複数の発光ダイオードランプ，からなる第２のモジュー

ル，および（Ｃ）前記の第１および第２のモジュールを電気的に直列に接

続する手段，からなる発光ダイオード光源。（下線部が訂正事項ｃ）

【請求項４】アノードバスバー，カソードバスバー，前記のアノードバス

バーと前記のカソードバスバーの間に配設され，それぞれがアノードリー

ドとカソードリードを有する複数の発光ダイオードランプであって，前記

のアノードリードと前記のカソードリードと前記のバスバーはほぼ等しい

熱膨脹係数を有する導電性材料で構成された発光ダイオードランプ，前記

の発光ダイオードランプを前記のアノードリードと前記のカソードリード

に電気的機械的に接続するための無半田接続手段，およびこれらから成る

発光ダイオードモジュールを同様に構成された発光ダイオードモジュール

に電気的に直列に相互接続するための手段，からなる発光ダイオードモジ

ュール。（下線部が訂正事項ｄ）

(3) 決定の内容

本件決定の内容は，別添異議の決定記載のとおりである。

その理由の要旨は，①本件訂正は，訂正事項ｂ（本件発明２を訂正発明２

としようとする訂正）が，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明

りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでなく，また，特許請求

の範囲を実質上拡張するものであるから，平成６年法律第１１６号による改

正前の特許法１２６条１項ただし書又は２項により認められない，②訂正前

の本件発明１，２はいずれも下記引用発明及び刊行物２～５記載の発明に基

づいて，同じく本件発明３は下記引用発明及び刊行物２～５，７記載の発明

に基づいて，同じく本件発明４は下記引用発明及び刊行物２～７記載の発明
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に基づいて，いずれも当業者が容易に発明をすることができたから，特許法

２９条２項の規定により特許を受けることができない，等としたものであ

る。

記

①刊行物１：実願昭６３－５１７１号（実開平１－１１０４５４号）のマ

イクロフィルム（以下，同記載の発明を「引用発明」という。）

②刊行物２：特開平５－２１０９７号公報

③刊行物３：特開昭５１－１３７８６５号公報

④刊行物４：実願昭６３－５３１０１号（実開平１－１５７３８４号）の

マイクロフィルム

⑤刊行物５：実開平５－５９７０５号公報

⑥刊行物６：特開平５－４７９８９号公報

⑦刊行物７：実願平１－６２９２２号（実開平３－１５５０号）のマイク

ロフィルム

＜判決注＞

平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１，２項の規定

は，次のとおりである（３，４項は省略）。

１２６条１項

特許権者は，第１２３条第１項の審判が特許庁に係属している場合を除

き，願書に添付した明細書又は図面の訂正をすることについて審判を請求

することができる。ただし，その訂正は，願書に添付した明細書又は図面

に記載した事項の範囲内においてしなければならず，かつ，次に掲げる事

項を目的とするものに限る。

１ 特許請求の範囲の減縮

２ 誤記の訂正

３ 明りょうでない記載の釈明
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２項

前項の明細書又は図面の訂正は，実質上特許請求の範囲を拡張し，又は

変更するものであってはならない。

(4) 決定の取消事由

しかしながら，本件決定は，以下に述べる理由により，違法として取り消

されるべきである。

ア 取消事由１（引用発明と本件発明１～４との一致点の認定の誤り）

(ｱ) 本件決定は，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」は，本件発明

１の「アノードバスバー，カソードバスバー」に相当すると認定した（

本件決定１１頁第３段落）が，誤りである。

(ｲ) １９９８年（平成１０年）１１月１１日第５版第１刷株式会社岩波書

店発行「広辞苑」（甲９）において，「バー」とは「棒。横木。スポー

ツで，高跳びなどの横木やゴール‐ポストの横木」と定義され（２１０

３頁），この定義は，三省堂提供ウェブ版「大辞林第２版」（甲１

０），１９９９年（平成１１年）１１月１日第５版第１５刷三省堂発

行「新明解国語辞典」（甲１１。１１００頁），昭和５６年１０月小学

館・尚学図書発行「国語大辞典」（甲１２。１９３０頁）においても，

ほぼ同様である。また，「広辞苑」（甲９）において，「バス」は「複

数の信号源からの信号をそれぞれ複数の宛先へまとめて伝送するための

信号線」と定義され（２１４１頁），この定義は，「大辞林」（甲１

０）においても，ほぼ同様である。

以上のとおりであるから，本件発明１～４の「バスバー」は，その語

義から，少なくとも「棒」ないし「横木」といえるものである。

(ｳ) これに対し，引用発明(甲１)の「１対の導電性金属板４,４」は，「ア

ルミ箔等からなる」（明細書３頁第２段落）と説明されているし，第２

図に図示されるように，湾曲している「絶縁材層３の本体部３ａの各側
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面」に接着剤によって接着されて「可撓性」を有するものであり，「自

由な曲線が簡単に組める」ものであるから，このような湾曲面に対する

追従性を有する薄いものが予定されている。また，設計値としても「発

光ダイオード２の針状端子２ａ,２ａ間の間隔が通常０．１インチ（

２．５４ｍｍ）であることから，２～２．５ｍｍとされている」（甲１

明細書３頁第２段落）ことが具体的に説明されており，計算すれば「導

電性金属板４，４」の厚さの合計は，高々０．５４ｍｍに発光ダイオー

ドの針状端子が狭持するためのマージンを付加した程度である。

(ｴ) 以上のとおりであるから，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」

は，正にアルミ箔に例示されるような薄い金属板であって，「バー」な

いしは「棒」であってはならないものである。そうでなければ，「可撓

性」を有することにより「自由な曲線が簡単に組める」という，引用発

明の作用効果を達成することができない。したがって，引用発明の「１

対の導電性金属板４，４」は，本件発明１～４の「バスバー」に相当し

ない。

(ｵ) 本件発明２～４と引用発明との一致点の認定も，実質的に同一の議論

であり，同様に誤りである。

イ 取消事由２（引用発明と本件発明１との相違点２，本件発明２との相違

点３についての判断の誤り）

(ｱ) 本件決定は，本件発明１と引用発明との相違点２（発光ダイオードラ

ンプをアノードバスバーとカソードバスバーの間に電気的に接続する手

段に関し，本件発明１は，機械的噛み合わせ接続手段を採用しているの

に対して，引用発明は，各リードを各バスバーに接触させている点）に

ついて，「発光ダイオードランプをアノードバスバーとカソードバスバ

ーの間に機械的電気的に接続する手段として，機械的噛み合わせ接続を

採用して，本件発明１の相違点２に係る構成とすることは引用発明及び
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刊行物２，３記載の発明から当業者が容易に想到し得た」（本件決定１

２頁下第３段落）と判断したが，誤りである。

(ｲ) そもそも引用発明は，「従来，発光ダイオードを電子回路に組み込む

場合，第５図で示すように…半田付け２５を施すことによって配線２３

に接続させていた」（甲１明細書１頁最終段落）ため，「半田付け作業

に多大の労力と時間を費やし，製作コストが高くつくという問題があっ

た」（同２頁第１段落）ことから，「発光ダイオード２の１対の針状端

子２ａ，２ａを，配線基材に対し馬乗り状態に嵌め込んで，絶縁材層本

体部３ａの両側の導電性金属板４,４を狭持させるようにすることによ

って，この１対の針状端子２ａ，２ａが導電性金属板４,４と接触して

電気的に接続される」（同３頁最終段落～４頁第１段落）という構成を

採用することによって，「従来のような半田付けを行う必要がなくなっ

て，発光ダイオードの接続作業がきわめて簡単且つ容易となる」（同６

頁第１段落）という発明である。このように，引用発明は，「製作コス

トが高くつく」ことを問題視して，発光ダイオードの確実な固定を優先

させずに，「半田付け作業」を省略して，単に発光ダイオードの端子を

配線基材に対し馬乗り状態に嵌め込んだだけの極めて単純な構成を提案

した発明である。したがって，仮に「発光ダイオードの確実な固定」と

いう課題が一般的には存在したとしても，そのような課題を優先せずに

あえて単純な構成を提案した引用発明において，これを達成するため

に「半田付け」を採用することはあり得ないものであり，ましてや「半

田付け」よりも更に複雑な工程を要し，製作コストが高くつく，刊行物

２（甲２）記載のような「プレス工程」による「カシメによる固定」

や，刊行物３（甲３）記載のような「切り起し片」を設ける固定等の「

機械的接続手段」を採用することは，引用発明の目的ないし技術的思想

と正反対であるから，何らの動機付けも存在しないばかりか，明白な阻
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害事由が存在する。

以上のとおりであるから，引用発明において，刊行物２又は３に記載

された発明のような機械的接続手段を採用することは，当業者が決して

想到し得ない事項である。

(ｳ) さらにいえば，本件決定の上記判断は，物理的にあり得ないことを前

提としており，この意味でも誤っているものである。

上述したとおり，引用発明の「１対の導電性金属板４,４」は，「可

撓性」を有することにより「自由な曲線が簡単に組める」という目的

や，具体的に挙げられた設計数値等からも明らかなとおり，アルミ箔に

例示される薄い金属板である。

これに対し，刊行物２（甲２）記載の発明は，「端子片１の係合部１

ａ,１ａは…プレス工程によりカシメられてプリント基板３に固定され

ている」（段落【０００８】）ものである。刊行物２の【図６】を見れ

ば明らかなとおり，カシメ部材はプリント基板３を貫通している。これ

は，プリント基板３が充分な厚みと強度を有することによって，初めて

実現可能となるものである。これに対し，アルミ箔に例示されるような

薄い金属板である引用発明の「１対の導電性金属板４,４」を代替的に

使用すれば，プレス工程でカシメる際に破損してしまう。したがって，

当業者であれば，引用発明において，刊行物２の【図６】のようなカシ

メる構造を採用することは想到しない。また，刊行物２の【図６】のよ

うなカシメる構造を採用するためには，カシメる対象であるプリント基

板が，両面ともにカシメ部材が接合可能である必要がある。しかしなが

ら，引用発明の「導電性金属板４」は「絶縁材層３の本体部３ａの各側

面」に接着剤により接着されているから（甲１第１図），刊行物２の【

図６】のように「導電性金属板４」を貫通してカシメる構造を採ること

は物理的に不可能である。
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したがって，当業者は，刊行物２記載の機械的接続（プレス工程によ

りカシメる固定）を引用発明に適用しようとは想到しないものである。

(ｴ) 次に刊行物３（甲３）は，第３図に示されるように「長手方向に設け

た１対の切り起し片５,６によりコネクタ端子挿入部７を構成し，これ

らを複数個構成してある」（１頁右欄下第２段落）ものである。このよ

うに「切り起し片」を作る構成は，突出片３が充分な厚みと強度を有す

ることにより初めて実現可能となるものであり，もし突出片３が充分な

厚みと強度を有しないアルミ箔のようなものであれば，突出片３は中央

部分を切り起こすことにより更に強度を失うことから，「電子回路用バ

スバー」として機能し得なくなってしまう。他方，引用発明の「１対の

導電性金属板４,４」は，「可撓性」を有することにより「自由な曲線

が簡単に組める」という目的や，具体的に挙げられた設計数値等から明

らかなとおり，アルミ箔に例示される薄い金属板であるから，「切り起

し片」をその表面に設けることはできない。

したがって，当業者は，刊行物３記載の機械的接続（「切り起し片」

を設ける固定）を引用発明に適用しようとは想到しないものである。

(ｵ) 引用発明と本件発明２との相違点３についての本件決定の判断(１４頁

第３段落～第４段落)も，実質的に同一の議論であり，同様に誤りであ

る。

ウ 取消事由３（引用発明と本件発明３との相違点３についての判断の誤

り）

(ｱ) 本件決定は，本件発明３と引用発明との相違点３（各バスバーと各リ

ードの電気的接続構造に関し，本件発明３は，各バスバーと各リードが

一体となっているのに対して，引用発明は，各リードを各バスバーに接

触させている点）について，「各バスバーと各リードの接続構造に関

し，バスバーとリードが一体である構造を採用し，本件発明３の相違点
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３に係る構成とすることは，引用発明及び刊行物７記載の発明から当業

者が容易に想到し得た」（本件決定１５頁最終段落～１６頁第１段落）

と判断したが，誤りである。

(ｲ) 本件決定は，上記判断の理由として，「刊行物７には，…リードと連

結片とが一体成形されていることが記載されており，刊行物７の連結片

は本願発明３の「アノードバスバーもしくはカソードバスバー」に相当

するので，刊行物７にはバスバーとリードが一体となっている発明が記

載されていると云える」（１５頁下第２段落）と述べるにすぎない。

刊行物７（甲７）記載の発明は，第１図のように「連結片２」と半導

体エレメントの「第１リード１４」及び「第２リード１５」とが一体的

に形成された後に，第２図のように「連結部１３」を分離し，第３図の

ように「第１リード１４」を分離することで実現される。そして，第３

図において，「第２リード１５」と「連結片２」とが一体成形された状

態のままであること，及び，「連結片２」が「アノードバスバーもしく

はカソードバスバー」に相当すること，は争わない。

しかし，刊行物７の第３図を見れば明らかなとおり，ＬＥＤの他方の

リードである「第１リード１４」は「連結片２」と一体成形されていな

い。本件決定は，刊行物７の第３図において，「第２リード１５」と同

様に，「第１リード１４」を「連結片２」と一体成形することは容易に

想到し得ると考えたようであるが，明らかに誤りである。刊行物７記載

の発明は，「本考案は，半導体エレメントのストリング構造に係わり，

特にディスプレイ装置のプリント回路基板に適した発光ダイオード等の

半導体デバイスのストリング構造に関する」（甲７明細書２頁第２段

落）発明であり，「複数個のＬＥＤを大きなディスプレイ装置に組立て

るに際して」（同３頁最終段落），従来技術の問題点を解決した発明で

ある。すなわち，刊行物７記載の発明は，「ディスプレイ」に関する発
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明であるところ，各ＬＥＤの片方のリードが「連結片」と一体成形され

ていて構わないものの，他方のリードまでも「連結片」と一体成形され

ていたとすれば，一列に配された各ＬＥＤが同一パターンでのみ発光す

ることとなり，「ディスプレイ」として成り立たない。

これに対し，本件発明３は，「自動車のランプ等」に関する発明であ

るから，一列に配された各ＬＥＤが同一パターンで発光することが望ま

しいものであって，両者は，全く目的が異なるものである。刊行物７に

おいては，実施例の説明においても「全てのＬＥＤエレメントの第１リ

ード１４は，連結片２によって連結されるので，大型のＬＥＤディスプ

レイ装置を形成するに際して，接点の数量を約半分と大幅に減少させる

ことができる」（甲７明細書７頁最終段落）と説明されており，「ディ

スプレイ」に関する発明であることを前提としているとともに，「接点

の数量を約半分」にするものであり，ＬＥＤの片側のリードのみを「連

結片２」と接続しておき，他方のリードは独立した「接点」であること

を前提としている。

エ 取消事由４（引用発明と本件発明３との相違点４，本件発明４との相違

点５についての判断の誤り）

(ｱ) 本件決定は，本件発明３と引用発明との相違点４（発光ダイオードを

用いた光源の全体構造に関し，本件発明３は，第１と第２のモジュール

を有し，両者を電気的に直列に接続する手段を備えているのに対して，

引用発明は，１つの発光ダイオード配線基材である点）について，「発

光ダイオードを用いた光源の全体構造に関し，本件発明３の相違点４に

係る構成とすることは，引用発明及び刊行物４，５記載の発明から当業

者が容易に想到し得た」（本件決定１６頁第４段落）と判断したが，誤

りである。

(ｲ) 本件発明３のように，第１と第２のモジュールを「直列に接続する」
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ことは，「並列に」接続する場合と対比すれば明らかなとおり，何れか

のモジュールで断線等の不具合が生じた場合に，すべてのモジュールが

使用不能となってしまい，ＬＥＤが点灯しないことになってしまうか

ら，電気的接続の安定性確保という基本的な設計思想に反する構成であ

る。それにもかかわらず，本件発明３は，「ＬＥＤモジュールを図４に

示すように直列に接続」（甲８段落【００３１】）する構成を採用する

ことにより，「ランプ群に対して所望の電圧電流関係を得る」（同）と

いう実用性の高い作用効果を実現したものである。このような，第１と

第２のモジュールを「直列に接続する」ことは，通常の設計思想に反す

る構成をあえて採用することにより，それ以上の代替的価値を実現した

発明であるところ，刊行物４，５（甲４，５）を精査するもこのような

技術的思想は開示も示唆もされていないのであるから，「当業者が容易

に想到し得た」とすることはできない。

(ｳ) 引用発明と本件発明４との相違点５についての判断（本件決定１８頁

最終段落～１９頁第１段落）も，実質的に同一の議論であり，同様に誤

りである。

オ 取消事由５（引用発明と本件発明４との相違点３についての判断の誤

り）

(ｱ) 本件決定は，本件発明４と引用発明との相違点３（各バスバーと各リ

ードの材料に関し，本件発明４は，各バスバーと各リードはほぼ等しい

熱膨脹係数を有する導電性材料で構成されているのに対して，引用発明

は，該材料が明らかでない点）について，刊行物６（甲６）の記載から

当業者が容易に発明可能であると判断した（本件決定１８頁第２段落～

第４段落）が，誤りである。

(ｲ) 本件決定も認めているとおり，本件発明４は「無半田接続」である点

が重要な特徴であるが，刊行物６（甲６）記載の発明は「半田接続」で
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ある。そして，刊行物６記載の発明とは，「従来の電子装置では，…中

継用リードフレームはもっぱら黄銅等の電気抵抗の小さい材料で構成さ

れており，この場合，混成厚膜基板のセラミックとの熱膨張差が大きい

ため，はんだ付部のはんだにかかる応力が大きく寿命が短くなるという

問題」（甲６段落【０００４】）があったことから，「混成厚膜基板と

熱膨張係数の近似する第１の材料からなる第１の層を混成厚膜基板には

んだ付けすることにより，はんだ付部は，温度サイクルのくり返しによ

るダメージが低減され耐久性が向上する」（同段落【００１３】）結果

として，中継用リードフレームの混成厚膜基板との半田付け部の寿命を

向上できるという作用効果を実現した発明である。このような効果が得

られる原理は，実施例の説明において「本実施例では，上記のようにリ

ードフレーム４の混成厚膜基板３にはんだ付される第１の層４ａの材質

に混成厚膜基板３の線膨張係数に近似するＦｅ-４２Ｎｉ材を使用する

ことにより，はんだ付部８の熱ストレスを緩和することができる」と説

明されているとおりである（甲６段落【００１９】）。以上のとおり，

刊行物６に記載された発明は，半田接続を行う場合において，従来，半

田付け部の温度サイクルのくり返しによるダメージに対する耐久性が課

題となっていたところ，半田付けする対象の線膨張係数をほぼ等しくす

ることで，耐久性を向上し，半田付け部の寿命を延長した発明である。

(ｳ) これに対し，引用発明は本件発明４と同じく「無半田接続」であるか

ら，「はんだ付部の寿命」ないし「はんだ付部の耐久性」という概念は

存在しない。したがって，刊行物６の記載から，引用発明の「１対の針

状端子２ａ,２ａ」と「１対の導電性金属板４,４」の熱膨張係数をほぼ

等しくするという技術的思想が導かれることはあり得ない。

(ｴ) この点，本件決定は，「電気的接続手段が，本件発明４は無半田接続

であるのに対して，刊行物６記載の発明は半田接続で相違するが，接続
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部材を，ほぼ等しい熱膨脹係数を有する導電性材料で構成する技術的意

義は，両者とも，熱応力の発生の危険性をなくし，電気的接続の信頼性

を高める点で共通しているから，刊行物６に接した当業者ならば，無半

田接続における接続部材を，ほぼ等しい熱膨脹係数を有する導電性材料

で構成すれば，熱応力の発生の危険性をなくし，電気的接続の信頼性を

高めることができることは容易に理解できる」（本件決定１８頁第３段

落）としているが，趣旨不明である。引用発明においては，「１対の針

状端子２ａ,２ａ」が有する狭持力によって「１対の導電性金属板４,

４」に馬乗り状態に嵌め込んでいるだけであって，両者が一体形成され

ていることもなければ，機械的に接続又は溶接されていることもないの

であるから，接続部が「熱応力」により破壊されるような事態を想定す

る必要がない。結局のところ，本件決定は，引用発明においては，接続

部の熱応力に対する耐久性の向上という技術的課題が存在しないことを

無視して，あたかも刊行物６記載の発明と同様の技術的課題が普遍的に

存在するかのごとき論理を持ち出して，同技術的課題の解決手段が引用

発明にも妥当するとしているにすぎず，非論理的である。

カ 取消事由６（本件訂正についての判断の誤り）

(ｱ) 本件決定は，原告は訂正事項ａないしｄに係る訂正を請求したにもか

かわらず，訂正事項ｂのみについて訂正要件を判断し，これが不適法で

あることを理由に，他の訂正事項ａ，ｃ，ｄについて何ら判断すること

なく訂正を認めなかったものであり，訂正事項ａ，ｃ，ｄに関する訂正

要件の判断を遺漏した違法がある。

(ｲ) 特許査定前と異なり，特許異議申立てないし特許無効審判請求におい

ては，請求項ごとに取消理由ないし無効理由を判断することが可能であ

るし，また，取消決定ないし無効審決に対する取消訴訟においても請求

項ごとに取消理由の有無を判断するというのが実務である。それにもか
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かわらず，同様に特許査定後である訂正審判請求（又は訂正請求）にお

いて，請求項ごとに訂正要件を判断し得ないという合理的理由は存しな

いし，法律上の根拠も存在しない。かかる実務は最高裁昭和５５年５月

１日第一小法廷判決・民集３４巻３号４３１頁（以下「最高裁昭和５５

年判決」という。）等を根拠としているが（特許庁審判便覧５４－０５

項（甲１５）参照），何れも単項制が採用されていた時代のものである

から，現在の改善多項制の下において複数の請求項について訂正審判請

求された場合には妥当しない。現に，東京高裁平成１２年(行ケ)第１７

０号・平成１４年１０月３１日判決（判例時報１８２１号１１７頁）

は，訂正請求の許否の判断を請求項ごとにすべき旨を判示している。

(ｳ) 最高裁昭和５５年判決の射程

最高裁昭和５５年判決は，原審である東京高裁昭和４８年（行ケ）第

１４７号・昭和５２年１０月１９日判決の「単に訂正を求める一部の事

項についてこれを不適法とする事由があるというだけで，直ちに審判請

求全体を成立しないものとして排斥すべき法律上の根拠はない」という

判断を否定することはなく，「実用新案登録を受けることができる考案

は，一個のまとまつた技術的思想であ」ることを根拠に挙げて，訂正審

判請求人の合理的意思解釈として，「訂正明細書等の記載がたまたま原

明細書等の記載を複数箇所にわたつて訂正するものであるとしても，こ

れを一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているもの

と解すべく，これを形式的にみて請求人において右複数箇所の訂正を各

訂正箇所ごとの独立した複数の訂正事項として訂正審判の請求をしてい

るものであると解するのは相当でない」と判示したものである。これは

要するに，単項制を前提として，一個の実用新案登録請求の範囲に記載

された発明は「一個のまとまつた技術的思想」であるところ，一個の実

用新案登録請求の範囲中で複数の訂正が請求された場合の請求人の合理
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的意思は，一部の訂正のみであっても認められることを求めるか否か不

明であることから，請求人の意思は，一体不可分の一個の訂正事項とし

て訂正審判を請求しているものと理解すべきことを判示したものであ

る。上記最高裁判決は，一部訂正審決が例外的に認められる余地を残し

ているところ，改善多項制下において複数の独立項を対象とする訂正審

判が請求された場合は，正にこれに該当する。すなわち，前記最高裁判

決には「右訂正が誤記の訂正のような形式的なものであるときは事の性

質上別として」，あるいは，「請求人において訂正審判請求書の補正を

したうえ右複数の訂正箇所のうちの一部の箇所についての訂正を求める

趣旨を特に明示したときは格別」というような，例外的に一部の訂正の

みを認める場合があることを説示をしている。したがって，①複数の訂

正事項の各々が独立一個の訂正事項をなし，請求人において各訂正事項

ごとに訂正の請求をするものであることを看取しうること，②一通の訂

正審判請求書をもって複数訂正事項の各々を他のそれとは別個独立の一

個の訂正事項とするような訂正審判の請求をすることができること，と

の要件を備えたような場合には，例外的に，一部訂正許可の審決をなし

得ると認める余地を残したものである。

(ｴ) 一部訂正審決を認めるべき必要性

訂正審判請求の主たる存在意義は，特許査定後に新たな公知資料等が

発見され，特許査定時の請求項のままでは新規性・進歩性を維持できな

い可能性があるとき等に，願書に添付した明細書，特許請求の範囲又は

図面に記載した事項の範囲内で訂正し，特許請求の範囲を減縮すること

により，新規性・進歩性が維持される可能性を高めるというものであ

る。他方，昭和６２年法により導入された改善多項制の下では，請求項

ごとに独立した発明を特許請求することが可能である。これは，旧来の

単項制の下においては複数の独立した発明は，複数の出願に分けて出願
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する必要があったものを，一回の機会に出願することを可能としたもの

である。このような改善多項制の下では，少なくともいったん特許が成

立すれば，請求項ごとに独立した発明が記載されているものであるか

ら，複数の請求項が特許された場合には，複数の独立した権利が発生し

ている。そうであるからこそ，特許査定前と異なり，特許異議申立てな

いし特許無効審判請求においては請求項ごとに取消理由ないし無効理由

を主張ないし判断することが可能となったものであるし，取消決定ない

し無効審決に対する取消訴訟においても請求項ごとに取消理由ないし無

効理由の有無を判断して，決定ないし審決を取り消すことができるので

ある。

(ｵ) 訂正事項ａ，ｃ，ｄの訂正要件適合性

ａ 訂正事項ａは，請求項１において「前記のバスバーが電気的接続を

形成するとともに前記発光ダイオードランプのための機械的支持体を

形成する」という内容の限定事項を追加するものであるから，特許請

求の範囲の減縮に該当する。したがって，特許法１２０条の４第２項

１号に該当し，同規定を充足する。また，この限定事項は，本件明細

書（甲７）の開示にかかる「【００４８】以上の各実施例において，

導電性のバスバーは電気的接続以外にＬＥＤランプのための機械的支

持体を形成する」に基づくものである。

ｂ 訂正事項ｃについては，被告も，誤記であることを認めている。

ｃ 訂正事項ｄは，「前記の発光ダイオードリード」がそれ以前に存在

しないため不明瞭が生じているが，「前記の発光ダイオードリード」

を「前記のアノードリードと前記のカソードリード」と訂正すること

によってその不明瞭が解消する。この本訂正事項は願書に添付した明

細書または図面に明細書に記載した事項の範囲内の訂正であり，また

特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。
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ｄ 以上のとおりであるから，訂正事項ａ，ｃ，ｄは訂正要件が認めら

れる。

(ｶ) 最高裁昭和５５年判決は，少なくとも誤記の訂正については，事の性

質上，一体不可分の一個の訂正事項として訂正審判の請求をしているも

のと解すべき理由はないことを明示している。

本件決定は，請求項２に係る訂正事項ｂのみについて訂正要件を判断

して，請求項１，３，４に係る訂正事項ａ，ｃ，ｄについて判断を行っ

ていないが，少なくとも請求項３，４に係る訂正事項ｃ，ｄは単なる形

式的な誤記の訂正であり，被告も，訂正事項ｃについては誤記であるこ

とを認めている。すなわち，訂正事項ｃは，請求項３において「カソー

ドバスバー」と記載すべきところを「アノードバスバー」とした２箇所

の誤記を訂正したものであり，また，訂正事項ｄは，請求項４におい

て「バスバー」と記載すべきところを「リード」とした２箇所の誤記を

訂正したものである。そして，被告は，請求項３の誤記については，そ

のとおり誤記を訂正して本件発明３の要旨認定を行ったものである（本

件決定「３．本件発明」の項(３)，(４)）。

したがって，仮に最高裁昭和５５年判決が本件に適用されると仮定し

ても，同最高裁判決は，形式的な誤記の訂正については訂正事項ごとに

訂正の拒否を判断し，一部訂正が認められる旨を判示しているのである

から，本件決定は，少なくとも訂正事項ｃ，ｄについて，誤記の訂正の

許否判断を行う必要があったものであり，それにもかかわらず同判断を

怠ったことは同最高裁判決に反し，違法である。

２ 請求原因に対する認否

請求原因(1)ないし(3)の各事実はいずれも認めるが，同(4)は争う。

３ 被告の反論

本件決定の認定判断は正当であり，原告主張の取消事由はいずれも理由がな
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い。

(1) 取消事由１に対し

バスバーとは，一般に，電線に替わって使用される細長い導電性金属板の

ことであり，そして，主に，銅，リン青銅等の金属板，銅，銀，ニッケル等

の金属箔から形成され，その性質は，可撓性，バネ性を有する等多岐にわた

っている。

引用発明（甲１）の「１対の導電性金属板４，４」は，発光ダイオードを

電子回路に組み込む場合に使用される配線基材であって，電線に替わって使

用される細長い導電性金属板であるといえるから，バスバーに相当するもの

であり，また，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」は，各々アノー

ド，カソードとして用いられている。

したがって，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」が，本件発明１～

４の「アノードバスバー，カソードバスバー」に相当することは明らかであ

る。

(2) 取消事由２に対し

引用発明（甲１）は，発光ダイオードの端子と配線の電気的接続のための

半田付けを省略するために，配線の替わりに導電性金属板（バスバー）を採

用し，発光ダイオードの端子によって導電性金属板を挟持し，すなわち，両

者を機械的接続としたものである。

一方，本件発明１，２も，発光ダイオードランプのリードとバスバーとの

電気的接続のための半田付けを省略するために，両者を機械的噛み合わせ接

続，噛み合わせ嵌め接続を採用，すなわち，機械的接続手段を採用したもの

である。したがって，本件発明１，２と引用発明は，発光ダイオードランプ

のリードとバスバーとの電気的接続のために，半田付けではなく，機械的接

続手段を採用した点においては共通するものである。

また，電気的接続のための機械的接続手段として，カシメ（機械的噛み合



- 23 -

わせ接続）を用いることは刊行物２（甲２）に，切り起し片（機械的噛み合

わせ接続）を用いることは刊行物３（甲３）に記載されており，機械的接続

手段として「噛み合わせ嵌め」も一般的な接続手段として慣用の手段であ

る。そして，電気的接続のための機械的接続手段として，どの手段を採用す

るかは，発光ダイオードランプの用いられる場所（例えば，自動車などの振

動発生場所）に応じて必要な接続強度等を考慮して当業者が設計上適宜決め

ることである。

したがって，本件発明１に関する相違点２，本件発明２に関する相違点３

についての本件決定の判断に誤りはない。

(3) 取消事由３に対し

本件発明３の各バスバーと各リードが一体となっている技術的意義は，バ

スバーとリードとの半田付けによる接続を不要とすることであるが，原告も

認めているとおり，刊行物７（甲７）には，「第２リード１５」と「連結片

２」（「アノードバスバーもしくはカソードバスバー」に相当）とが一体と

なっていることが記載されており，このことから，半田付けによる接続が不

要となることは当業者にとって自明である。

そうすると，バスバーとリードとの半田付けによる接続を不要とするため

に，各バスバーと各リードを一体とすることは，刊行物７の記載から当業者

ならば容易に想到し得たことである。

(4) 取消事由４に対し

ランプの電気的接続には直列接続，並列接続があり，それぞれの電気接続

によって，ランプに対してそれぞれ所望の電圧電流関係が得られることは一

般的によく知られたことであるから，第１と第２のモジュールを「直列に接

続する」ことによって，ランプ群に対して所望の電圧電流関係が得られるこ

とは当業者にとって技術常識である。

したがって，本件発明３に関する相違点４，本件発明４に関する相違点５
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についての本件決定の判断に誤りはない。

(5) 取消事由５に対し

刊行物６（甲６）には，半田付けによる熱変動が生じる接続部において

は，接続される部材の材料として熱膨張係数が近似する材料を用いれば，半

田付け部の熱膨張差が少なくなり，半田付け部のはんだに係る応力が小さく

なり，半田付け部の寿命を長くすることができることが記載されているとい

える。

そうすると，この記載からみて，２部材が接続されているものにおいて，

接続される部材に熱が加えられる場合，接続される部材の材料として熱膨張

差の少ない材料を用いれば接続される部材間の熱膨張差が少なくなり，接続

部の寿命が長くなるといえるから，機械的接続のような無半田接続における

接続部材に，半田付けによる熱以外の熱が加わる場合においても，接続部材

を，ほぼ等しい熱膨張係数を有する導電性材料で構成すれば，接続部の熱に

起因する応力が小さくなり，接続部の信頼性が向上することは当業者ならば

容易に理解できることである。

したがって，刊行物６の記載から，当業者ならば，引用発明の「１対の針

状端子２ａ，２ａ」と「１対の導電性金属板４，４」の熱膨張係数をほぼ等

しくするという技術的思想を容易に導くことができるといえる。

(6) 取消事由６に対し

特許法１５３条３項には，「審判においては，請求人が申し立てない請求

の趣旨については，審理することができない」と規定されているところ，本

件訂正請求書（甲１６）には，その請求の趣旨として「特許第３４４１１８

２号の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求め

る」と記載されており，この記載によれば，本件審判請求人（原告）は，特

許第３４４１１８２号の明細書を訂正明細書のとおり訂正することをその請

求の趣旨として，本件訂正請求したことは明らかである。
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そうすると，本件訂正は，訂正明細書の記載が特許明細書の記載を複数箇

所にわたって訂正するものであるとしても，これを一体不可分の一個の訂正

事項として訂正審判を請求しているものと同様の趣旨であると解されるか

ら，複数の訂正箇所の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの判断

をすることができるだけであり，一部の訂正を許す判断をすることはできな

い。

したがって，上記の内容をその請求の趣旨とする訂正請求について，特許

法１５３条３項の規定に従って審理した本件決定に，違法はない。

そもそも，改善多項制といえども，１つの特許出願により特許を受けるこ

とのできる発明は，１つの発明又は対応する特別な技術的特徴を有し，単一

の一般的発明概念を形成するように連関している技術的関係のある２以上の

発明であり，請求項が複数ある場合は，互いに連関している場合が通常であ

る。そして，この発明を表現する明細書は，常にその全体を一体不可分のも

のとして把握されるべきものであるから，当該訂正が実質的に請求項に影響

を及ぼすものであるときは，明細書の部分ごとに訂正を認めたり，認めなか

ったりするというようなことは，技術的思想を分断して判断し，ひいては，

本件訂正の請求の趣旨を逸脱することになり，許されない。

原告は，特許異議申立て，特許無効審判請求においては，請求項ごとに取

消事由ないし無効理由が判断されるが，訂正審判請求（訂正請求）において

請求項ごとに訂正要件を判断し得ないという合理的理由は存しない旨主張す

るが，特許異議申立て，特許無効審判請求については，特許法１１３条１

項，１２３条１項に，２以上の請求項に係るものについては，請求項ごとに

請求することができる旨規定され，その請求の趣旨は，例えば「特許第…号

の請求項２に係る発明についての特許を無効とする」とされるのであり，一

方，訂正審判（訂正請求）においては，上述したとおり，請求の趣旨は「特

許第…号の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを求
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める」とされるものである。このように，訂正審判（訂正請求）と，特許異

議申立て，特許無効審判請求は，請求の趣旨が異なるものであるから，原告

の上記主張は失当である。

なお，請求項３に係る訂正事項ｃは誤記の訂正を目的とするものである

が，請求項４に係る訂正事項ｄは明りょうでない記載の釈明を目的とするも

のであって，誤記の訂正を目的とするものではない。

第４ 当裁判所の判断

１ 請求原因(1)（特許庁における手続の経緯），(2)（発明の内容）及び(3)（

本件決定の内容）の各事実は，いずれも当事者間に争いがない。

２ 取消事由１（引用発明と本件発明１～４との一致点の認定の誤り）について

(1) 原告は，本件発明１～４の「バスバー」は少なくとも「棒」ないし「横

木」といえるものであるのに対し，引用発明の「１対の導電性金属板４，

４」は，正にアルミ箔に例示されるような薄い金属板であって，「バー」な

いしは「棒」であってはならないものであり，そうでなければ「可撓性」を

有することにより「自由な曲線が簡単に組める」という，引用発明の作用効

果を達成することができないから，引用発明の「１対の導電性金属板４，

４」が本件発明１の「アノードバスバー，カソードバスバー」に相当すると

いうことはできず，本件決定のした引用発明と本件発明１～４との一致点の

認定は誤りであると主張する。

(2)ア そこで刊行物１（甲１）をみると，次の記載がある。

①「２．実用新案登録請求の範囲

絶縁材層とこれの両側面に装着される導電性金属板とで，発光ダイオ

ードの１対の針状端子が挟持して両導電性金属板と接触可能な厚みを有

する可撓性の帯板状に形成されてなる発光ダイオード配線基材。」（明

細書１頁第２段落）

②「（問題点を解決するための技術的手段）
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本考案は，…そのための技術手段は，絶縁材層３とこれの両側面に装

着される導電性金属板４，４とで，発光ダイオード２の１対の針状端子

２ａ，２ａが挟持して両導電性金属板４，４と接触可能な厚みを有する

可撓性の帯板状に形成されてなることを特徴としている。」（同２頁第

２段落）

③「（実施例）

以下本考案の実施例を図面に基づいて説明する。

第１図及び第２図は発光ダイオード配線基材１を，発光ダイオード２

を接続した状態で示している。この配線基材１は，本体部３ａ及び取付

台部３ｂからなる断面倒Ｔ字状の絶縁材層３と，この絶縁材層３の本体

部３ａの両側面に装着された両側１対の導電性金属板４，４と，から構

成され，絶縁材層３の本体部３ａは，発光ダイオード２の１対の針状端

子２ａ，２ａがこの本体部３ａを両側から挟持して両導電性金属板４，

４と接触しうるような厚みを有する可撓性の帯板状に形成されている。

…

上記配線基材１の絶縁層３は，合成樹脂ゴム（例えばブチルゴム）あ

るいは軟質の合成樹脂（例えばポリエチレン）からなり，また各導電性

金属板４はアルミ箔等からなる。」（同２頁下第２段落～３頁第２段

落）

④「（考案の効果）

本考案の発光ダイオード配線基材によれば，発光ダイオードの１対

の針状端子を，絶縁材層の両側の導電性金属板を挟持するように外側か

ら嵌め込むだけで，電気的接続を行うことができるから，従来のような

半田付けを行う必要がなくなって，発光ダイオードの接続作業がきわめ

て簡単且つ容易となる。」（明細書５頁最終段落～６頁第１段落）

イ 上記記載によれば，引用発明において，①発光ダイオードの「一対の針
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状端子２ａ，２ａ」が可撓性の帯板状部材を挟持し電気的に接続している

こと，②この可撓性の帯板状部材は，「絶縁材層３」とこれの両側面に装

着される「導電性金属板４，４」とで構成されていること，③「導電性金

属板４，４」は，「発光ダイオード２の一対の針状端子２ａ，２ａ」に電

流を供給するものであること，④「絶縁材層３」は，「導電性金属板４，

４」に供給される電流が短絡しないようにするためのものであることが認

められる。

ウ また，実開平４－１３１１２２号公報（乙１。以下「乙１公報」とい

う。），実願平１－８６６３号（実開平２－１０１５８５号）のマイクロ

フィルム（乙２。以下「乙２公報」という。），特開昭５９－２００４８

７号公報（乙３。以下「乙３公報」という。），実願昭５９－４９９４２

号（実開昭６０－１６３７９０号）のマイクロフィルム（乙４。以下「乙

４公報」という。），特開平３－２３９３７６号公報（乙５。以下「乙５

公報」という。）及び特開平４－１１４４３８号公報（乙６。以下「乙６

公報」という。）には，銅（乙２，３），リン青銅（乙３）の金属板や，

銅，銀，ニッケル等の金属箔（乙５，６）から形成された細長い導電性金

属板が「バスバー」として記載され，その性質として，可撓性（乙２）や

バネ性（乙３）を有することが記載されている。

これらの記載によれば，「バスバー」が電線に代わって使用される細長

い導電性金属板であり，これが可撓性，バネ性を備えることは，本件優先

日（１９９３年〔平成５年〕９月１７日）当時，当業者（その発明の属す

る技術の分野における通常の知識を有する者）に周知のことと認められ

る。

エ そして，刊行物１（甲１）の実施例に記載された「アルミ箔」のよう

に，それのみで「一対の針状端子２ａ，２ａ」を支持することができない

場合には絶縁材層が必要となるが，乙１公報ないし乙６公報に記載されて
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いるような，銅，銀，ニッケル等の薄い金属板を採用した場合には，本件

発明１～４の「バスバー」と同様に，それのみで「一対の針状端子２ａ，

２ａ」を支持し，「導電性金属板４，４」に供給される電流が短絡しない

ようにすることができるので，絶縁材層は必ずしも必要ではなくなるか

ら，当業者は，刊行物１の「導電性金属板４，４」は，このようなものも

含むものと理解すると認められる。

(3) したがって，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」が本件発明１の「

アノードバスバー，カソードバスバー」に相当するとした本件決定に，誤り

はない。

(4) 原告は，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」は，正にアルミ箔に例

示されるような薄い金属板であって，「バー」ないしは「棒」であってはな

らず，そうでなければ，「可撓性」を有することにより「自由な曲線が簡単

に組める」という引用発明の作用効果を達成することができないと主張する

が，刊行物１の上記(2)アの記載からすると，「アルミ箔」は，実施例にお

いて導電性金属板の材質の一例として挙げられているにすぎず，「１対の導

電性金属板４，４」について必ずしも「自由な曲線が簡単に組める」ものに

限定して解釈しなければならない理由はなく，また，当業者は，「導電性金

属板４，４」を刊行物１の「導電性金属板４，４」は，乙１公報ないし乙６

公報に記載されているような，銅，銀，ニッケル等の薄い金属板を含むもの

と理解することができることは上記(2)エのとおりであるから，原告の主張

は採用することができない。

(5) 以上のとおりであるから，原告の取消事由１の主張は理由がない。

３ 取消事由２（引用発明と本件発明１との相違点２，本件発明２との相違点３

についての判断の誤り）について

(1) 原告は，引用発明は，「製作コストが高くつく」ことを問題視して，発光

ダイオードの確実な固定を優先させずに，「半田付け作業」を省略して，単
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に発光ダイオードの端子を配線基材に対し馬乗り状態に嵌め込んだだけの極

めて単純な構成を提案した発明であるから，刊行物２（甲２）記載のよう

な「プレス工程」による「カシメによる固定」や，刊行物３（甲３）記載の

ような「切り起し片」を設ける固定等の「機械的接続手段」を採用すること

には，何らの動機付けも存在しないばかりか，明白な阻害事由が存在するか

ら，本件発明１と引用発明との相違点２について，引用発明及び刊行物２，

３記載の発明から容易想到とした本件決定の判断（１２頁下第３段落）は誤

りである，と主張する。

(2) しかし，刊行物１（甲１）には，発光ダイオードの端子と配線の電気的接

続のための半田付けを省略するために，配線の代わりに導電性金属板（バス

バー）を採用し，発光ダイオードの端子によって導電性金属板を挟持し，両

者を機械的に接続することが記載されており，また，刊行物２（甲２）に

は，電気的接続のために機械的接続手段を採用し，その一手段としてカシ

メ（機械的噛み合わせ接続）を用いることが，刊行物３（甲３）には，同様

の接続手段として切り起し片（機械的噛み合わせ接続）を用いることが，そ

れぞれ記載されているところ，これらは，いずれも電気的接続のための機械

的接続手段に関する技術として共通のものである。

したがって，高い接続強度が必要な場合においては，刊行物２，３に記載

の接続手段を引用発明に適用することは，当業者が容易に想到することがで

きたものと認められる。そして，高い接続強度が必要な場合には，それに対

応した接続手段を選択する動機付けが存在することは明らかであるし，製作

コスト等についても，必要に応じて適宜考慮すれば足りることであるから，

引用発明に刊行物２，３に記載の接続手段を適用することに阻害事由がある

とまでは認められない。

(3) 原告は，引用発明の「１対の導電性金属板４，４」はアルミ箔に例示され

る薄い金属板であり，しかも，導電性金属板４は絶縁材層３に接着されてい
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るから，刊行物２（甲２）のようなカシメる構造や，刊行物３（甲３）のよ

うな「切り起し片」を採用することは，いずれも不可能であると主張する。

しかし，「１対の導電性金属板４，４」をアルミ箔に例示されるような薄い

金属板に限定して解釈する必要がないことは上記２(4)のとおりであるか

ら，原告の上記主張は前提において誤りというほかなく，採用することがで

きない。

(4) 引用発明と本件発明２との相違点３についての本件決定の判断に誤りがな

いことも，上記(1)ないし(3)に述べたとおりである。

(5) 以上のとおりであるから，原告の取消事由２の主張は理由がない。

４ 取消事由３（引用発明と本件発明３との相違点３についての判断の誤り）に

ついて

本件決定は，引用発明と本件発明３との相違点３について，引用発明及び刊

行物７記載の発明から容易想到と判断した（本件決定１５頁下第２段落～１６

頁第１段落）。

これに対し，原告は，刊行物７記載の発明は，「ディスプレイ」に関するも

ので同一パターンのみで発光するものではないから，片方のリードは「連結

片」と一体成形されていて構わないものの，他方のリードである「第１リード

１４」は「連結片２」と一体成形されていないが，他方，本件発明３は，「自

動車のランプ等」に関する発明であるから，同一パターンで発光することが望

ましく，両者は全く目的が異なると主張する。

しかし，本件決定は，刊行物７に記載された「リードと連結片が一体成形さ

れている」技術事項を引用したものであるところ（本件決定１５頁下第２段

落），この技術事項を引用発明に適用するに当たって，刊行物７の発明が同一

パターンで発光させるものであるか否かは何ら問題となるものではないから，

原告の上記主張は，本件決定の上記判断を左右するものではなく，採用するこ

とができない。
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また原告は，刊行物７記載の発明は，「ディスプレイ」に関する発明である

ことを前提とし，「接点の数量を約半分」にするものであり，ＬＥＤの片側の

リードのみを「連結片２」と接続しておき，他方のリードは独立した「接点」

であることを前提としていると主張する。

しかし，本件決定が刊行物７から引用した技術事項は，上記のとおり「リー

ドと連結片が一体成形されている」ことであり，「ディスプレイ」や「接点の

数量を約半分」にすることは，上記技術事項を適用するに当たって何ら問題と

なるものではないから，原告の上記主張も理由がない。

したがって，引用発明と本件発明３との相違点３についての本件決定の判断

に誤りはなく，原告の取消事由３の主張は理由がない。

５ 取消事由４（引用発明と本件発明３との相違点４，本件発明４との相違点５

についての判断の誤り）について

(1) 本件決定は，引用発明と本件発明３との相違点４について，引用発明及び

刊行物４，５記載の発明から容易想到と判断した（本件決定１６頁第４段

落）。

これに対し，原告は，第１と第２のモジュールを「直列に接続する」こと

は，何れかのモジュールで断線等の不具合が生じた場合に，すべてのモジュ

ールが使用不能になってしまい，通常の設計思想に反する構成ではあるが，

本件発明３は，これをあえて採用することによりそれ以上の代替的価値を実

現した発明であるところ，刊行物４，５（甲４，５）にはこのような技術的

思想は開示も示唆もされていないと主張する。

(2) 刊行物４（甲４）には，「２．実用新案登録請求の範囲 ピンプラグタイ

プの端子を有し，かつ抵抗を内蔵したＬＥＤランプモジュールと，３枚の絶

縁板を重ね，その間に各々電極板を挟んで一体化した積層体に，前記ＬＥＤ

ランプモジュールを着脱自在に装着する挿入孔を所要の配列となるように形

成する一方，対向する一対の側縁部の一方に雌型コネクタ部を，他方に雄型
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コネクタ部をその側縁と平行な方向にスライド可能に一体に形成した表示ボ

ードユニットとを備え，複数の表示ボードユニットを使用し，そのコネクタ

部の結合によって拡張を行うことを特徴とするＬＥＤ表示装置」（甲４明細

書１頁第２段落），「前記表示ボードユニットＢは必要とする表示面積に応

じた枚数を組合わせる。例えば２枚の場合は第３図～第５図に示すようにユ

ニットＢ－１とＢ－２をその雄型コネクタ部Ｙと雌型コネクタ部Ｘの結合に

よって電気的，機械的に接続し，ユニットＢ－１の雌型コネクタ部Ｘには雄

型コネクタ部Ｙと略同構造のコネクタ電極２１を，ユニットＢ－２の雄型コ

ネクタ部Ｙには雌型コネクタ部Ｘと略同構造のコネクタ電極２２をそれぞれ

結合させ，これらに側板２３，２４をねじ２５により固定した後，枠形の外

ケース２６を取付ける」（同６頁第２段落）との記載があり，これらの記載

によれば，刊行物４には，表示ボードユニットＢ－１とＢ－２を，コネクタ

Ｙ，Ｘの結合によって電気的，機械的に接続することが記載されているもの

と認められる。

また，刊行物５（甲５）には，「【実用新案登録請求の範囲】【請求項１

】 各列毎に直列に接続された複数個のＬＥＤを光源として備えたモジュー

ルタイプＬＥＤを複数個電気的および機械的に接続して構成した車輌用灯具

において，前記モジュールタイプＬＥＤのうちのいずれか１つに逆電流防止

用ダイオードを組み込み，前記ＬＥＤ群と共に電源に接続したことを特徴と

する車輌用灯具」（２頁左上欄第１段落）と記載され，その２頁【図１】，

【図３】には，「モジュールタイプＬＥＤ４Ａ，４Ｂ」をリード線２０によ

って電気的に並列に相互接続した車輌用灯具が図示されており，そこに記載

された「モジュールタイプＬＥＤ４Ａ，４Ｂ」は本件発明３の「モジュー

ル」に相当するものであるから，刊行物５には，複数のモジュールを有し，

両者を電気的に接続することが記載されているものと認められる。

そして，ランプの電気的接続には，直列接続と並列接続があり，それぞれ
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の電気接続によって，ランプに対してそれぞれ所望の電圧電流関係が得られ

ることは当業者の技術常識であるから，第１と第２のモジュールを「直列に

接続する」ことによって，ランプ群に対して所望の電圧電流関係が得られる

ことは，当業者に明らかである。

したがって，上記「第１と第２のモジュールを有し，両者を電気的に直列

に接続する手段を備えている」点について，引用発明及び刊行物４，５記載

の発明から容易想到とした本件決定の判断に誤りはない。

(3) 引用発明と本件発明４との相違点５についての本件決定の判断に誤りがな

いことも，上記(1)(2)で述べたとおりである。

(4) 以上のとおりであるから，原告の取消事由４の主張は理由がない。

６ 取消事由５（引用発明と本件発明４との相違点３についての判断の誤り）に

ついて

(1) 本件決定は，引用発明と本件発明４との相違点３について，刊行物６（甲

６）の記載から容易想到と判断した（本件決定１８頁第２段落～第４段落）

これに対し，原告は，引用発明は，本件発明４と同じく「無半田接続」で

あるから，「はんだ付部の寿命」ないし「はんだ付部の耐久性」という概念

は存在せず，刊行物６の記載から，引用発明の「１対の針状端子２ａ，２

ａ」と「１対の導電性金属板４，４」の熱膨張係数をほぼ等しくするという

技術的思想が導かれることはあり得ないと主張する。

(2) しかし，刊行物６（甲６）の段落【００１９】には，「…本実施例では，

上記のようにリードフレーム４の混成厚膜基板３にはんだ付される第１の層

４ａの材質に混成厚膜基板３の線膨張係数に近似するＦｅ－４２Ｎｉ材を使

用することにより，はんだ付部８の熱ストレスを緩和することができる。

…」と記載されているから，そこには，熱ストレスを緩和するために，接続

部材を，ほぼ等しい熱膨脹係数を有する導電性材料で構成する発明が開示さ

れていると認められる。
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そして，この熱膨張係数の差異による熱ストレスは，部材の接続が「無半

田接続」でも「半田接続」でも生じることであるから，引用発明において

も，その「１対の針状端子２ａ，２ａ」と「１対の導電性金属板４，４」と

の接続において，熱膨張係数の差異により熱ストレスが発生することは，当

業者にとって自明のことである。

したがって，原告の上記主張は採用することができず，原告の取消事由５

の主張は理由がない。

７ 取消事由６（本件訂正についての判断の誤り）について

(1) 本件訂正に係る訂正事項ｂとは，特許請求の範囲の請求項２の「ほぼ平面

状のアノードバスバー，前記のアノードバスバーに平行に隣接して配置され

たほぼ平面状のカソードバスバー，複数の発光ダイオード，および前記の発

光ダイオードを前記のアノードバスバーと前記のカソードバスバーに機械的

電気的に接続する接続手段であって，それぞれが前記のバスバーの平面から

変形して対応するリードと噛み合わせ嵌めによって係合する前記のバスバー

の部分からなる接続手段からなる照明を提供するための発光ダイオードモジ

ュール。」（下線付加）の記載を，「ほぼ平面状のアノードバスバー，前記

のアノードバスバーに平行に隣接して配置されたほぼ平面状のカソードバス

バー，複数の発光ダイオード，および前記の発光ダイオードを前記のアノー

ドバスバーと前記のカソードバスバーに機械的電気的に接続する接続手段で

あって，それぞれが前記のバスバーの平面から変形して対応するリードと機

械的噛み合わせ接続によって係合する前記のバスバーの部分からなる接続手

段からなり，前記のバスバーが電気的接続を形成するとともに前記発光ダイ

オードランプのための機械的支持体を形成することを特徴とする照明を提供

するための発光ダイオードモジュール。」（下線が訂正部分）と訂正するも

のであるところ，本件決定は，「訂正前には凹部と凹部の噛み合わせ嵌めで

あったものを，リベット等やタブによる接続を含む機械的噛み合わせ接続に
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訂正しようとするものであるから，特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の

訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれを目的とするものでなく，また，

特許請求の範囲を実質上拡張するものである。したがって，上記訂正事項ｂ

を含む訂正は，特許法の一部を改正する法律（平成６年法律第１１６号）附

則第６条第１項の規定によりなお従前の例によるとされる，特許法第１２０

条の４第３項において準用する平成６年法律第１１６号による改正前の特許

法第１２６条第１項ただし書き又は第２項の規定に適合しないので，当該訂

正は認められない」（本件決定６頁第４段落）としたものである。

これに対し原告は，本件決定は，訂正事項ｂが不適法であることを理由

に，他の訂正事項ａ，ｃ，ｄについて何ら判断することなく訂正を認めなか

ったものであり，訂正事項ａ，ｃ，ｄに関する訂正要件の判断を遺漏した違

法があると主張する。

(2) しかしながら，本件訂正は，本件決定が説示するとおり，訂正前には凹部

と凹部の噛み合わせ嵌めであったものを，リベット等やタブによる接続を含

む機械的噛み合わせ接続に訂正しようとするものであるから，特許請求の範

囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明りょうでない記載の釈明のいずれを目的

とするものではなく，また，特許請求の範囲を実質上拡張するものであり，

平成６年法律第１１６号による改正前の特許法１２６条１項ただし書又は２

項の規定に適合しないものである。

ところで，願書に添付した明細書又は図面の記載を複数箇所にわたって訂

正することを求める訂正審判の請求又は訂正請求において，その訂正が特許

請求の範囲に実質的影響を及ぼすものである場合（すなわち訂正が単なる誤

記の訂正であるような形式的なものでない場合）には，請求人において訂

正（審判）請求書の訂正事項を補正する等して複数の訂正箇所のうち一部の

箇所について訂正を求める趣旨を特定して明示しない限り，複数の訂正箇所

の全部につき一体として訂正を許すか許さないかの審決又は決定をしなけれ
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ばならず，たとえ客観的には複数の訂正箇所のうちの一部が他の部分と技術

的にみて一体不可分の関係になく，かつ，一部の訂正を許すことが請求人に

とって実益のあるときであっても，その箇所についてのみ訂正を許す審決又

は決定をすることはできないと解するのが相当である（前記最高裁昭和５５

年判決参照）。そしてこの理は，原告のいう改善多項制の下でも同様に妥当

するというべきである。

そこでこれを平成１７年１２月７日付けでなされた本件訂正請求（甲１

６）についてみると，別添異議の決定記載のとおり，訂正事項ｃは誤記の訂

正であって形式的なものであるが，訂正事項ａ，ｂ，ｄは誤記の訂正ではな

く，その訂正が特許請求の範囲に実質的影響を及ぼすものであることは明ら

かであり（原告も，前記第３，１，(4)，カ，(ｵ)において，訂正事項ａ，

ｂ，ｄが誤記の訂正以外の実質的なものであることを自認している。）また

本件訂正請求書（甲１６）をみても，その請求の趣旨は単に「特許第３４４

１１８２号の明細書を請求書に添付した訂正明細書のとおり訂正することを

求める」とするものであって，複数の訂正箇所のうち一部の箇所について訂

正を求める趣旨を特定して明示しておらず，かつその後も請求人たる原告か

ら同様の趣旨の補正が行われたこともない（弁論の全趣旨によりこれを認め

る）のであるから，本件訂正請求は不可分一体のものであったと解さざるを

得ない（ちなみに，原告が本訴提起後の平成１８年１０月３日になした訂正

審判請求である訂正２００６－３９１６３号事件及び訂正２００６－３９１

６４号事件においては，一部訂正である趣旨を明示している。甲２０～２

３）。

したがって，上記のとおり訂正事項ｂが訂正の要件に適合しない以上，訂

正事項ａ，ｃ，ｄについて判断することなく，本件訂正を認めなかった本件

審決に，訂正事項ａ，ｃ，ｄに関する訂正要件の判断を遺漏した違法がある

ということはできない。
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(3) 以上検討したとおり，本件訂正を認めなかった本件決定の判断に誤りはな

く，原告の取消事由６の主張は理由がない。

８ 結論

以上検討したところによれば，原告主張の取消事由はいずれも理由がない。

よって，原告の請求は理由がないからこれを棄却することとして，主文のと

おり判決する。

知的財産高等裁判所 第２部

裁判長裁判官 中 野 哲 弘

裁判官 岡 本 岳

裁判官 今 井 弘 晃


